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令和６年第１３回吉川市教育委員会会議 

付議案件等一覧 

 

 

 

 

 番号 議案等番号 件　　　　　　　　　　　　　　名

 

１ 第２８号議案
吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例の一部を改

正する条例について

 

２ 第２９号議案
吉川市立小・中学校校庭夜間照明施設使用料条例の一部を改正す

る条例について

 

３ 第３０号議案 令和６年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について

 

４ 第３１号議案 令和６年度吉川市一般会計補正予算（第５号）について
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第２８号議案 

　　　吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例の一部を改正する条例につい

て 

　吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例（平成１７年吉川市条例第３１号）

の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

別表（第５条関係） 

　備考 

　　１　略 

　　２　夏期とは、７月１日から９月３０日まで

の期間をいう。 

 

別表（第５条関係） 

　備考 

　　１　略 

 

 

 施設の

名称

区分 使用料（夏期

以外の期間）

１時間単位

使用料（夏

期）１時間

単位

 体 育

館・武

道場

一般 ６００円 １，０００

円

 児童・

生徒

３００円 ５００円

 運動場 一般 １００円

 児童・

生徒

５０円

 施設の

名称 

区分 使用料１時間単位（円）

 体 育

館・武

道場

一般 ２００円

 児童・

生徒

１００円

 運動場 一般 １００円

 児童・

生徒

５０円
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例別表の規定は、令和７

年７月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

　　令和６年１１月２２日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　小中学校体育館における空調設備の設置に伴い、使用料の見直しをしたいので、この案

を提出するものである。 

 

 

 

 　　３　略 

　

　　２　略 
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第２９号議案 

　　　吉川市立小・中学校校庭夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例について 

　吉川市立小・中学校校庭夜間照明施設使用料条例（平成２年吉川町条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 

 

 

　　　附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

　　令和６年１１月２２日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　吉川市立小・中学校校庭の夜間照明施設の使用料について、現状の利用実態に合わせ見

直しをしたいので、この案を提出するものである。 

 

 改正後 改正前

  

別表（第２条関係） 

　

 

別表（第２条関係） 

　

 照明施設使用料 ２時間につき１，０００

円とする。

 ３時間につき１，５００

円とする。

 照明施設使用料 ２時間につき１，０００

円とする。 
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第３０号議案 

令和６年度吉川市教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

　令和６年度吉川市教育委員会の事務に関する点検評価報告書について議決を求める｡ 

　令和６年１１月２２日提出 

　　　　吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条第１

項に基づき、令和６年度の教育委員会の事務の点検評価報告書について、別紙のとおり作

成したいので、この案を提出するものである。 
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第３１号議案 

　　　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第５号）について 

　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第５号）のうち教育に関する事務に係る部分（別

紙）について、意見を求める。 

　　令和６年１１月２２日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第５号）のうち教育に関する事務に係る部分につ

いて吉川市長に意見を申し出たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、この案を提出するものである。 

 


